
栄養教諭を中核とした食育推進事業 

事業結果報告書 

              

１． 事業推進の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 具体的取組等について 

テーマ１ 学校における食に関する指導の充実のための取組 

１ 学校における食に関する指導の全体計画及び年間指導計画への参画 

  市教育委員会で，市内26校全ての学校から，各学校で作成されている食に関する指導の全体計

画及び年間指導計画を集約し，計画や内容の検討を行い，改善の必要がある学校に対しては，栄

養教諭を通じて各学校への指導を行った。 

  また，本市は，小学校21校・中学校5校があり，3つの学校給食センターがある。各学校給食セ

ンターが8校から10校の受配校を担当し，各学校給食センターに栄養教諭が配置されている。各栄

養教諭はそれぞれの受配校からの要請に対して，食に関する指導に関わる授業へ参画している。

年度当初の管理職研修会等で栄養教諭の活用についての共通理解を図り，栄養教諭の専門性を生

かせる場面を精選した授業への参画を実施した。 
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また，年度当初で学校と連携し，栄養教諭の参画する授業の年間計画を作成し，計画的に食

に関する指導が実施される体制づくりを行った。 

   ＜栄養教諭の授業参画計画一部である＞ 

 

 

 

 

２ 食に関する指導担当者研修会の実施 

  各学校での食に関する指導を充実させるために，10月12日（火），本市の各学校の食に関する

指導担当者研修会を実施した。県教育委員会の食育担当指導主事を招聘し，食育の重要性や食に

関する指導の在り方等についての講義を行った。その後，栄養教諭の担当校ごとに分かれ，グル

ープ討議を実施した。各学校での食育の推進状況を互いに発表し合ったり，課題を出し合ったり

するなどして，各学校の食に関する指導が今後さらに充実していく契機となった。 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

３ 南九州市の家庭科担当教職員研修会 

  市の家庭科担当教諭による「郷土素材を生かした給食メニューを実際に作ろう」と題した調

理実習研修を実施した。川辺・知覧の栄養教諭を講師として，献立の工夫や調理の実際を指

導した。研修を受けた教諭からは 

・ 「栄養たっぷりでおいしい給食メニューを作ることができた。」 

・ 「大満足の試食会！！」 

・ 「栄養教諭の先生方が，かねて，子どもたちに「食」に関心を持ってもらうために様々な

工夫や苦労をしていらっしゃることなどを肌で感じることができた。」 

・ 「２学期に，学校給食で子どもたちにも伝えたいと思う。」 

などの感想を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４ 食農教育の推進 

  本市は，荒茶生産量日本一を誇り，サツマイモや卵，米など全国でも有数の生産量を誇って

いる。各学校では，そのような地域性を生かし，地域と連携した食農教育への取組が盛んであ

る。体験活動を通した食育は，子どもたちに食への畏敬の念や感謝の気持ちを育む最も効果あ

る学習であり，今後も引き続き積極的な取組を推進していくことにしている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ２ 学校と家庭との連携による食に関する指導の充実のための取組 

１ 料理教室の開催 

   栄養教諭が講師となり，保護者や親子を対象とした料理教室を実施し，献立の工夫や調理の実

際を指導する中でバランスの良い食事の大切さや，朝食の大切さなどについて指導している。ま

た，作成するメニューでは，地元産の特産品や食材を多く使用するように心がけ，保護者にも地

場産物活用の意識を高めていただくよう工夫した。 

 

 

 

 

 

 

（勝目小学校での親子調理教室）（清水小学校での親子料理教室）（松山小学校での料理教室） 



 

 

２ 家庭教育学級（給食試食会）や学校保健委員会での啓発活動 

 

 

 

 

  各学校で定期的に行われている家庭教育学級や学校保健委員会を「食」をテーマにした内容で

実施し，栄養教諭を講師として，朝食の在り方や栄養バランスを意識した毎日の食事の在り方に

ついて講義を行うなどして，保護者への啓発活動を行った。 

３ 学校給食展による啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

  11 月 3 日（水），地区の学校栄養士協議会で学校給食展を実施した。この給食展は，南薩地区

内の栄養教諭・学校栄養職員が日常の研究成果を発表し，地域社会に「学校給食」の重要性につ

いて理解してもらい，また学校や家庭における望ましい食生活の在り方を見直し，改善にも役立

てようとするものである。各給食センターで作成した地場産物を活用した給食や給食のできるま

での様子，各給食センターの取組などを掲示し，およそ 500 名の来場者に学校給食の現状等を広

く知っていただく機会となった。 

テーマ３ 生きた教材となる学校給食充実のための取組 

１ 地場産物の活用を図り，食育の生きた教材となる献立作成の充実 

  これまでも，学校給食への地場産物活用は可能な限り取り組んできた。昨年度は，牛肉等の畜

産物で地場産物の活用を進め，今年度は野菜を中心とした農産物において地場産物の活用を促進

してきた。地元産のサツマイモと茶を使用した蒸しケーキ，地元産のニンジンを使用したきんぴ

ら，地元産の大根を使用したカレー等，新たなメニューの開発に取り組んだ。また，献立表にも

地元産であることを表記し，給食実施当日には学校放送等で紹介するなどして食への関心を高め

，給食を生きた教材として活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南九州市産の大根を使

用したカレー 

南九州市産の卵，いも，

茶を使用したカップケ

ーキ 

南九州市産のサツマ

イモを使用したスイ

ートポテト 

南九州市産のニンジン

を使用したきんぴら 



 

 

２ 献立内容の充実を目指した調理員の資質向上〈調理実習等〉 

給食調理員の資質の向上のために，8 月に各学 

校給食センターにおいて衛生管理の研修及び，調 

理実習を実施した。実習を通して，衛生管理上の 

課題や共通実践事項等の再確認を行い，２学期 

の給食開始に備えた。 

 

テーマ１～３に共通する具体的計画 

１ 先進地視察研修の実施 

  栄養教諭 3 名と本事業担当指導主事 1 名の計 4 名で，8 月 11 日（水），佐賀県鳥栖市立鳥栖小

学校，8 月 12 日（木），佐賀県小城市立小城小学校を訪問し，各学校の食育に関する取組等の説

明を受けた。両学校ともに，学校が組織体として食育の推進に積極的に取り組んでおり，その中

核となっている栄養教諭（職員）のコーディネーターとしての動き等，多くの情報を得ることが

できた。 

２ 保護者及び教職員向けの食育講演会の開催 

11 月 19 日（金），知覧文化会館で～食について考えるひ 

ととき～として，厚生連病院栄養科長の油田幸子先生を招い 

て講演会を実施した。およそ 200 名の保護者の参加があり， 

病院での体験をもとにした講演は，保護者に「食」につい 

て見直すきっかけとなった。 

３ 食育に関する標語ポスターの募集と啓発活動への活用 

児童生徒を対象として，食育に関する標語及びポスターコンク

ールを実施し，児童生徒や保護者が食について考えるきっかけを

作るとともに，選定された作品を本事業で作成するパンフレット

に使用するなどして食育の啓発活動に活用した。 

 

 

４ ポスター・リーフレット等による啓発活動 

  上記の標語・ポスター 

 コンクールの入賞作品等 

 を活用したポスターを作 

 成し，県内の小・中学校 

 へ配布し，啓発活動を行 

った。 

 

 

 

 



 

 

数字で変化のあった事項について 

○ 4 月当初で，栄養教諭の兼務申請 100％であった。 

○ 平成 21 年度の 3 名の栄養教諭の食に関する指導に関わる授業への参画時数は 128 時間であっ

た。しかし，今年度は栄養教諭の専門性を生かせる場面を精選して実施することを各学校に呼び

かけ，各学校からの希望をもとに市教委が中心となって栄養教諭の授業参画計画を作成した。平

成 22 年度は栄養教諭の参画した授業は 52 時間と大幅に少なくなったが，指導内容の向上を含め，

充実した授業が実施されている。 

事業全体を通じて，特に効果のあった方策等について 

・ 食に関する指導担当者研修会を，本市では初めて実施した。各学校の担当者が，食育推進のコ

ーディネーターとして活躍してくれることを期待している。 

・ 本事業の推進のため，3 学校給食センターの栄養教諭が，月 1 回のペースで会合を持ち，情報交

換を行う活動を通して，献立内容の充実，地場産物活用の促進等が図られている。 

・ 地場産物活用の取組や地元の食材の安全性を「給食だより」や「家庭教育学級」等で積極的に

知らせることにより，児童生徒や教職員が食を身近に感じ，食に関する興味関心を高め，地域を

見直すことにつながった。 

・ 保護者を対象とした食育講演会は，保護者の食への関心を高めるよい機会となった。 

・ ポスター・標語コンクールは，食について考えるよいきっかけとなり，選定された作品はリー

フレットやポスター等，多くの場面で活用した。子どもの作品は，保護者や一般市民に興味を持

たせる広報となり，大きな効果を発揮した。 

・ 県内全市町村教育委員会及び全小・中学校へ，本事業で作成したリーフレットやポスターを配

布し，食育推進の普及啓発に努めた。 

今後の課題（今回の事業により新たに見えた課題など） 

・ 学習したことがどの程度実践化へつながっているのか評価することが難しい。 

・ 食育の推進には家庭との連携・協力が不可欠であるが，家庭ごとの温度差を埋めることが難し

い。また，個に応じた指導が必要であると考える。 

・ 地場産物活用に関しては，各方面との連携が不可欠である。今後はさらに市の農林水産課等と

の連携を図り，地場産物の活用に努めていきたい。  

 

 

 


